
地方消費者行政の一層の強化を求める意見書 

 

第１ 意見の趣旨 

１ 国は、地方公共団体の消費者行政の体制・機能強化を推進するための特

定財源である「地方消費者行政推進交付金」の実施要領について、２０１

７年度（平成２９年度）までの新規事業に適用対象を限定している点を、

２０１８年度（平成３０年度）以降の新規事業に適用対象を含めるよう改

正するとともに、消費者行政の相談体制、啓発教育体制、執行体制等の基

盤拡充に関する事業を適用対象に含めるよう改正し、同交付金を少なくと

も今後１０年程度は継続すべきである。 

２ 国は、地方公共団体が実施する消費者行政機能のうち、消費生活相談情

報の登録事務、重大事故情報の通知事務、違反業者への行政処分事務、適

格消費者団体の活動支援事務など、国と地方公共団体相互の利害に関係す

る事務に関する予算の相当部分について、地方財政法第１０条を改正して

国が恒久的に財政負担する事務として位置付けるべきである。 

３ 国は、地方消費者行政における法執行、啓発・地域連携等の企画立案、

他部署・他機関との連絡調整、商品テスト等の事務を担当する職員の配置

人数の増加及び専門的資質の向上に向け、実効性ある施策を講ずべきであ

る。 

 

第２ 意見の理由 

 １ 地方消費者行政推進のための交付金の継続について 

   平成２１年の消費者庁の創設及び「地方消費者行政活性化交付金」等の

交付措置により、消費生活センターの設置数は５０１箇所（平成２１年度）

から７９９箇所に増加し（平成２９年版消費者白書２５２頁）、平成２７年

末までにすべての地方自治体が何らかの消費生活相談窓口を設置するに至

るなど、地方自治体の消費生活相談体制が整備されてきた。この間、地方

消費者行政活性化交付金は、地方消費者行政推進交付金に変更して継続さ

れ、消費生活相談体制の整備・拡充に寄与してきている。 

   現在の地方消費者行政推進交付金の実施要領は、２０１７年度までの新

規事業を適用対象事業として限定的に定め、かつ、対象となる推進事業ご

とに活動期限を設定しており、地方において事業を継続するためには、期

限が切れる事業から順次、自主財源化していく必要がある。ところが、ほ

とんどの地方公共団体の政策判断は消費者行政重視に向けて転換しておら

ず、また、地方財政の実情の厳しさから、財源を捻出することは容易では

ない。地方自治体にとって、地方消費者行政推進交付金に代わって、地方

消費者行政の体制整備・拡充を支えるだけの自主財源を確保することは困



難である。このような状況下では、年々、新たな消費者問題、とりわけ高

齢者の消費者被害が深刻さを増す現状に対応することはできなくなる。 

   以上を踏まえると、地方消費行政推進交付金の実施要領を改正し、２０

１８年以降の新規事業も適用対象に加えるべきである。 

   さらに、消費生活相談体制の充実・強化とともに被害防止のための出前

啓発講座等の啓発活動や悪質業者排除の法執行が一層重要となっているこ

とに鑑み、消費生活相談員の増員及び専門性向上等の人的基盤強化につい

ても、適用対象に位置付けるべきである。そして、これまで、８年間の地

方消費者行政に対する交付金の給付によっても最低限の体制整備が未達成

であることに鑑み、少なくとも同交付金を今後１０年間は継続する必要が

ある。 

２ 国の事務の性質を有する消費者行政費用に対する恒久的財政負担につい

て 

  消費生活情報の PIO－NET登録、重大事故情報の通知、法令違反業者へ

の行政処分、適格消費者団体の差止関係業務などは、国と地方公共団体相

互に利害関係がある事務であり、消費者被害防止のために全国的な水準を

向上させる必要がある。そこで、これら国と地方公共団体相互に利害関係

がある事務については、地方財政法弟１０条を改正し、国が恒久的に財政

負担する事務とすべきである。 

  なお、適格消費者団体の活動への国の財政支援は、地域の民間団体の実

情に応じて支援する必要があるため、基本的に、都道府県を通じた支援と

して実施することが相当である。 

３ 地方消費者行政職員の増員と資質向上について 

  今後の地方消費者行政の役割は、地方公共団体内の他部署との連携によ

る高齢者見守りネットワークの構築や官民連携によるきめ細やかな消費者

啓発・見守りの実施が重要課題とされている。また、違法な事業活動に対

する法執行件数が減少している現状や、商品事故に関する原因究明や商品

テスト担当職員が減少している現状に鑑みれば、消費者行政担当職員の配

置と専門性向上の施策も重要な課題である。 

  国は、地方消費者行政の担当職員の職務が、法執行部門、啓発・教育分

野、地域連携の企画推進分野、他部署・他機関との連携調整など、多様な

課題を担う必要があることを踏まえ、職員の増員及び資質向上に向け、具

体的な政策を検討すべきである。 
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